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司法行政文書開示通知書

8月3日付け（同月6日受付，最高裁秘書第3239号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等1

「新たな後見報酬算定に向けた考え方（案） 」 と題する書面（片面で2枚）

開示の実施方法

写しの送付

2

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）
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新たな後見報酬算定に向けた考え方（案） ’

1後見報酬に関して指摘される点とそれに対して考えられる方策

【資料g】

考えられる方策

①後見事務の内容を問わずに一定の報酬を付与する「基
本報酬」という考え方は採用しない方向

指摘される点
I --~-． …ゞ 一

①後見事務の内容にかかわらず一定
の報酬が一律に付与される。

②財産額が多額であっても後見事務が複雑とは限らず，②財産額が多額であるだけで報酬額
が高額になる｡ こ報酬を算出する考え方は採用しない方向財産額を墓毒 （

身上監護事務や後見人支援琴③財産管理事務以外にも，③財産管理事務以外の事務は，報酬
算定の際に評価しづらい。 語についても高く評面する方向

Z考えられる方向性
｜

I

｜

’匝、労の罫二

’

で，その事務後見事務を類型化し，その標準的な難易度に応じて 票逵 額lを定めた

の質に応じて額を加減して具体的な金額を算定 ’

4j
。
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3今後の議論が必要と考えられる論点
I

(1)報酬算定に考慮する後見事務の類型化

【イメージ】

課題対応

○財産管
(a)財産
(h)財蔭

鬮副騨決時の対応J

鶉牌傍目.人への弓|緋

旨刀uさせるｲ丁届

里の客全'件確信

O身上監護糸

但）住環境の＃

(d生活環境6
(c)閑難蔵本ノ

本人ﾀEE時の河悶

○財産等の整理
'~）相続人への弓|制

#垂＝ 菖謹
壼期報告・ ・ ・ 終了報告初回報告後見人選任

②報酬算定の方法

①各後見事務についての対価
尋・個々の事務の難易度に応じた「標準額」
を設定

②事務の質に応じた詔面
＝ウ どのような資料を参照するかは今後の

検討課題

【イメージ】
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〔初期対応〕

○財産等の調査

○財産目録・収支予定表の作成
○課題の洗い出しと方向性

■
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